
 

大阪市規則第118号 

 

初任給調整手当支給規則の一部を改正する規則 

 

初任給調整手当支給規則（昭和40年大阪市規則第67号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

別表（第６条関係） 

[表 別紙２ 挿入]  

別表（第６条関係） 

[表 別紙１ 挿入]  

備考 表中及び表中に挿入される別紙の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の初任給調整手当支給規則（以下「改正後の規則」という。）の規定 

は、令和７年４月１日（以下「適用日」という。）から適用する。 

（手当の内払） 

３ この規則による改正前の初任給調整手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行

の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみな 

す。 

（施行の細目） 

４ この附則に定めるもののほか、この規則の施行に伴う清算その他必要な事項は、総務局長が定

める。 

  



 

[別表 別紙１] 

職員の区分 

期間の区分 

第２条第１項に規定する

職を占める職員 

第２条第２項に規定する

職を占める職員 

   円  円 

１年未満 252,400  [同左]  

１年以上２年未満 252,400  [同左]  

２年以上３年未満 252,400  [同左]  

３年以上４年未満 252,400  [同左]  

４年以上５年未満 252,400  [同左]  

５年以上６年未満 252,400  [同左]  

６年以上７年未満 252,400  [同左]  

７年以上８年未満 252,400  [同左]  

８年以上９年未満 252,400  [同左]  

９年以上10年未満 252,400  [同左]  

10年以上11年未満 252,400  [同左]  

11年以上12年未満 252,400  [同左]  

12年以上13年未満 252,400  [同左]  

13年以上14年未満 252,400  [同左]  

14年以上15年未満 252,400  [同左]  

15年以上16年未満 252,400    

16年以上17年未満 249,800    

17年以上18年未満 247,200    

18年以上19年未満 244,600    

19年以上20年未満 242,000    

20年以上21年未満 239,400    

21年以上22年未満 228,700    

22年以上23年未満 217,200    

23年以上24年未満 205,700    

24年以上25年未満 194,200    



 

25年以上26年未満 182,700    

26年以上27年未満 168,700    

27年以上28年未満 154,700    

28年以上29年未満 140,700    

29年以上30年未満 126,400    

30年以上31年未満 111,900    

31年以上32年未満 97,400    

32年以上33年未満 82,200    

33年以上34年未満 64,200    

34年以上35年未満 46,200    

 [備考 同左] 

  



 

[別表 別紙２] 

職員の区分 

期間の区分 

第２条第１項に規定する

職を占める職員 

第２条第２項に規定する

職を占める職員 

   円  円 

１年未満 253,100  [略]  

１年以上２年未満 253,100  [略]  

２年以上３年未満 253,100  [略]  

３年以上４年未満 253,100  [略]  

４年以上５年未満 253,100  [略]  

５年以上６年未満 253,100  [略]  

６年以上７年未満 253,100  [略]  

７年以上８年未満 253,100  [略]  

８年以上９年未満 253,100  [略]  

９年以上10年未満 253,100  [略]  

10年以上11年未満 253,100  [略]  

11年以上12年未満 253,100  [略]  

12年以上13年未満 253,100  [略]  

13年以上14年未満 253,100  [略]  

14年以上15年未満 253,100  [略]  

15年以上16年未満 253,100    

16年以上17年未満 250,500    

17年以上18年未満 247,900    

18年以上19年未満 245,300    

19年以上20年未満 242,700    

20年以上21年未満 240,100    

21年以上22年未満 230,500    

22年以上23年未満 219,900    

23年以上24年未満 208,900    

24年以上25年未満 197,900    

 



 

25年以上26年未満 186,900    

26年以上27年未満 173,500    

27年以上28年未満 160,100    

28年以上29年未満 146,700    

29年以上30年未満 133,300    

30年以上31年未満 119,300    

31年以上32年未満 105,300    

32年以上33年未満 90,500    

33年以上34年未満 74,000    

34年以上35年未満 57,500    

 [備考 略] 

 （令和７年11月28日掲示済） 


